
07豊島区景観形成ガイドライン

（１）景観形成に取り組むにあたって

　

に
め
じ
は

　建築物、工作物の計画を行う際には、次の３つの点を確認し、景観形成基準に沿った計画・設
計を行ってください。

　建築物、工作物の計画に先立ち、豊島区景観計画第５章に記載してある地域別景観まちづ
くり方針を確認し、地域の特性や資源を理解した上で、計画を進めることが望まれます。

○計画地周辺の地域の特性などの理解

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

標目のりくづちま観景 ・
点視のりくづちま観景別域地 ・

豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P10～ 13

　建築物、工作物の計画を行う際には、計画地の一般地域の区分を確認し、区分に応じた景
観形成基準に沿った計画・設計を行ってください。計画地が複数の一般地域にまたがってい
る場合には、該当する一般地域の区分を確認しましょう。

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

・計画地の用途地域 豊島区都市計画図 行政情報コーナーで販売。
区のホームページの豊島区地図情報シ
ステムで住所等から用途地域を確認可
能。

・計画地の一般地域の区分 豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P8

○計画地の一般地域の区分を確認

　計画地が景観形成特別地区に該当する場合は、一般地域の区分に応じた景観形成基準に加
えて、景観形成特別地区の景観形成基準に沿った計画・設計とする必要があります。

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

該に区地別特成形観景、が地画計 ・
当するか

基成形観景、の区地別特成形観景 ・
準

豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P8で景観形成特別地区の範囲を
確認し、各該当地区の区域図で該当かど
うか確認。（神田川沿川→P34、六義園
周辺→P40、池袋駅東口駅前広場・グリー
ン大通り沿道→P44）

○計画地が景観形成特別地区に該当するか確認
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屋外広告物とまちづくり
第4章
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第１章　はじめに

に法観景、つつし承継をみ組り取の例条成形ィテニメアたきでん組り取でまれこ、はで区島豊 ○
基づく制度へと移行し、区の景観特性を生かしたきめ細やかな景観づくりを推進するため、平
成28（2016）年３月に「豊島区景観計画」を策定しました。

を等針方本基や標目の成形観景、てけ向に成形の観景な好良いしら区島豊、はで画計観景区島豊 ○
。すまいてし示を」準基成形観景「ためとまをどな項事慮配の際う行を等築建、にもととす 示
計観景区島豊、はで）」ンイラドイガ本「、下以（」編物築建　ンイラドイガ成形観景区島豊「 ○

画に定める事項のうち、建築物・工作物・開発行為の景観形成基準について、建築等を行う際
のポイントや具体的な取り組みイメージなどを示しています。建築物や工作物の計画・設計に
あたって活用してください。

　■本ガイドラインと「豊島区景観計画」との関係

本ガイドラインは、「豊島区景観計画」の建築物・工作物に対する
「景観形成基準」の解説書です。

主な記載事項
豊島区景観計画

・ 豊島区景観条例に
基づく事前協議
・ 景観法に基づく行
為の届出

手引書
必要な書類や

手続きの流れを記載

豊島区景観形成
ガイドライン
景観形成基準を

ポイントやイメージで解説

建築物編
（本ガイドライン）
屋外広告物編

順次策定予定

景観まちづくりの目標
景観まちづくり方針
～豊島区全体～

景観まちづくり方針
～地域別～ 景観形成の基準

島豊、は際う行を等築建 ○
区景観計画を十分理解の
うえ、本ガイドラインを
活用して計画してくださ
い。

くづ基に例条観景区島豊 ○
事前協議にあたっては、
豊島区景観計画のほか、
本ガイドラインを活用し
て協議を行います。

解説・補足

１.　 屋外広告物を活用したまちづくり

近年、行政においては、広告物の掲出を制限するばかりでなく、地域が主体となって良好な環境を維持・
創出し地域の価値を高めていく、いわゆるエリアマネジメントの取組み等を推進する観点から、道路や
公園などの公共空間に広告物の掲出を認める動きが見られるようになりました。

○
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第４章　屋外広告物とまちづくり

まちづくり
団体

エリアマネジメント事業

自治体

東京都屋外広告物条例では、原則として禁止区域等では商業広告や条例の規格を超える広告物の掲
出はできません。
ただし、東京都広告物審議会の議を経て、特例許可が認められる場合があります。
上記の仕組みを活用することにより、地域が主体となった個性豊かなまちづくりが実現できるようになり
ました。つまり広告収入を区の多様で魅力ある文化や芸術にふれあえる国際アートカルチャー都市にふ
さわしい都市空間の創出に活用できるようになるのです。
豊島区では、エリアマネジメントの取組み等を推進する視点にたち、屋外広告物を活用した魅力的な都
市空間づくりを促進していきます。

○

○
○

○

　■エリアマネジメント推進イメージ

まちづくり団体が公共空間に屋外広告物を掲出し、その管理を行うとともに
広告料収入を得て、まちづくり活動の経費に充当する。　

都屋外広告物条例許可の特例
道路占用許可の特例　　　　等

まちづくりへの還元
〇清掃活動による美観
〇防犯活動による安全
〇イベントによるにぎわい　等

屋外広告物の設置・管理
イベント窓口　等

広告料収入
イベント使用料収入　等
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　■新橋SL広場（港区）

取組み事例   まちづくり団体によるエリアマネジメント広告事業 
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項
事
慮
配＜屋外広告物を活用したエリアマネジメントの例＞

　公共空間等を活用した広告料収入を、地域の活性化
につながるイベントの実施やまちの清掃活動などのエ
リアマネジメント事業の財源としている。

　■街路灯柱フラッグ

＜屋外広告物の特例許可を活用した取組みの例＞

取組み事例   公共団体による「許可の特例」の取得

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の気
運醸成を目的に、東京2020大会のデイカウンターや公
式スポンサーによる気運醸成CMを放映している。
　広告収入は、大型ビジョンの維持管理費や東京2020
関連事業経費に充当する予定としている。
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